
JP 5992500 B2 2016.9.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　格子又はネットが非吸収性矩形体を含み、前記非吸収性矩形体が、シリコーンと、場合
によって、薬理学的作用物質、コラーゲン、ヒドロコロイド及び／又は着色剤から選択さ
れた少なくとも１の添加剤とからなる、弾性矩形体からの格子又はネットの形の、湿潤創
傷ケアのための弾性一次ドレッシング。
【請求項２】
　格子又はネットが、特にコラーゲン、ヒドロコロイド及び薬理学的作用物質から選択さ
れた、少なくとも１の吸収性かつ生物活性の有機化合物を含む吸収性矩形体をさらに含む
請求項１記載の一次ドレッシング。
【請求項３】
　シリコーンが、架橋性シリコーン、特に液状シリコーン、ＲＴＶシリコーンゴム、ＨＴ
Ｖシリコーンゴム又はＵＶ架橋性シリコーンである、請求項１又は２記載の一次ドレッシ
ング。
【請求項４】
　一次ドレッシングの矩形体が、円形又は楕円形の横断面を有する請求項１から３のいず
れか１項記載の一次ドレッシング。
【請求項５】
　格子又はネットの表面に吸収性被覆が存在し、前記被覆は少なくとも１の薬理学的作用
物質及び／又は少なくとも１の吸収性有機化合物、特にコラーゲン及びヒドロコロイドか
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ら選択された吸収性有機化合物を含む請求項１から４のいずれか１項記載の一次ドレッシ
ング。
【請求項６】
　抗菌性作用物質及び／又は創傷ヒーリング促進作用物質は、非吸収性矩形体のシリコー
ン中へ埋め込まれている及び／又は格子又はネットの表面上の吸収性被覆中に存在する請
求項１から５のいずれか１項記載の一次ドレッシング。
【請求項７】
　吸収性矩形体は、抗菌性作用物質、好ましくは創傷防腐剤、好ましくはポリヘキサニド
を含む請求項２から６のいずれか１項記載の一次ドレッシング。
【請求項８】
　側方周辺部が切断エッジなしである請求項１から７のいずれか１項記載の一次ドレッシ
ング。
【請求項９】
　非吸収性矩形体が、格子又はネットの側方に配置したプルタブを形成することを特徴と
する請求項１から８のいずれか１項記載の一次ドレッシング。
【請求項１０】
　－使用時に創傷表面にある、請求項１から９のいずれか１項記載の一次ドレッシング、
及び
　－使用時に創傷表面とは反対側にある、前記創傷ドレッシングの側に配置されている二
次ドレッシングを含み、
　前記二次ドレッシングが、多孔質吸収体、好ましくはポリウレタン又はシリコーン製の
フォームを含む、湿潤創傷ケアのための創傷ドレッシング。
【請求項１１】
　格子の調製のために、互いに並行して配置される矩形体からの第１の層を設け、引き続
き前記第１の層に、互いに並行して配置される矩形体からの第２の層を設け、その際、前
記第１の層の矩形体及び前記第２の層の矩形体を相互に１～９０°の角度ずらして配置さ
せて前記第１の層及び前記第２の層の矩形体を交差させ、前記矩形体は、粘性材料からの
押出によって生じさせられ、前記材料は、架橋性シリコーン及び場合によって薬理学的作
用物質及び／又は着色剤からなり、かつ、前記シリコーンの架橋後に弾性固形物質が得ら
れる、
　交差する矩形体の少なくとも２層からの格子の形にある、湿潤創傷ケアのための弾性一
次ドレッシングの積層式製造方法。
【請求項１２】
　格子を、粘性材料からのスクリーン印刷によって生じさせ、前記材料は、架橋性シリコ
ーン及び場合によって薬理学的作用物質及び／又は着色剤からなる、
　格子の形にある、湿潤創傷ケアのための弾性一次ドレッシングの製造方法。
【請求項１３】
　架橋性シリコーン及び場合によって薬理学的作用物質及び／又は着色剤からの粘性材料
は、１０ｓ-1の剪断速度で３０００００ｍＰａｓ～１００００００ｍＰａｓの粘度を有す
ることを特徴とする請求項１１又は１２記載の方法。
【請求項１４】
　格子又はネットを、弾性矩形体の織り、編み、縫い取り又はニッティングにより生じさ
せ、前記弾性矩形体がシリコーン及び場合によって薬理学的作用物質及び／又は着色剤か
らなる、
　格子又はネットの形にある、湿潤創傷ケアのための請求項１から９のいずれか１項記載
の弾性一次ドレッシングの製造方法。
【請求項１５】
　一次ドレッシングを、好ましくは最大１６００ｃｍ2の表面積を有する適用サイズにお
いて製造する、請求項１１から１４のいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】



(3) JP 5992500 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

　格子又はネットの側方端部に、非吸収性矩形体からのプルタブが生じさせられる、請求
項１１から１５のいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１の薬理学的作用物質及び／又は少なくとも１の吸収性有機化合物、特にコ
ラーゲン及びヒドロコロイドから選択される吸収性有機化合物を含む吸収性被覆が、格子
又はネットの表面に設けられる、請求項１１から１６のいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコーン及び場合によってその中に埋め込まれた作用物質及び／又は着色
剤からの矩形体を含む、格子又はネットの形の湿潤創傷ケアのための一次ドレッシング、
並びに、その製造方法、に関する。
【０００２】
　慢性創傷は、極めて多くの滲出液を形成し、かつ肉芽形成が促進されるものであり、湿
潤創傷ケアの原理に応じて処置される。この場合に、創傷分泌液の吸収に適した創傷包帯
が創傷の上に設けられ、これは創傷表面の乾燥を妨げ、そうして生理学的創傷媒質を保持
する。創傷のヒーリングプロセスは、血管成長、繊維芽細胞成長及び上皮成長と関連し、
これらは新しい組織の形成のために創傷に食い込む。創傷がヒーリングプロセスの間に微
細繊維状創傷ドレッシングで覆われている場合には、一方では、創傷包帯の繊維への組織
の食い込みによる感染の危険性が存在する。他方では、創傷包帯へ組織が食い込む場合に
は、創傷包帯の非外傷性剥離（atraumatisches Abziehen）は可能でなく、そして、創傷
包帯を除去するときに創傷表面が破壊され、それによってヒーリングプロセスが長くなる
。
【０００３】
　肉芽形成の促進のために、創傷治療において、創傷基部に付着する、開放孔のフォーム
物質が使用される。親水性フォーム物質は、増強した毛細管作用によって、外側への滲出
液の迅速な輸送を配慮し、かつ、そのようにしてバランスのとれた創傷媒質を保証する。
しかし、開放孔のために、創傷との癒着の危険性が存在する。
【０００４】
　機能的創傷包帯は、３つの構成要素から構成されている：一次ドレッシング、二次ドレ
ッシング及び固定手段。一次ドレッシングは、使用において直接的に創傷上に設けられ、
そして、湿潤創傷媒質を保持し、かつ、過剰の滲出液を創傷から排出することが望ましい
。一次ドレッシングは、創傷包帯の非外傷性剥離を可能にすべく、創傷と接着すべきでな
い。創傷と反対側の一次ドレッシング側に配置されている二次ドレッシングは、創傷滲出
液を吸収する吸収体、例えば開放孔フォーム物質を含む。場合によって、二次ドレッシン
グはさらに分散層を含み、前記層は使用において一次ドレッシングと吸収体との間に配置
されており、かつ、創傷滲出液の均一な分散を配慮する。外側から包帯が濡れるのを妨げ
るために、二次ドレッシングにおいては、創傷とは反対側に、場合によって、液体を通過
させないが、しかし、呼吸活性ではある保護層が配置されている。創傷治療の際の一次ド
レッシング及び二次ドレッシングの位置を固定するために、包帯が取り付けられる。固定
のための適した材料は、固定帯、管状包帯又は固定プラスターである。
【０００５】
　創傷のすぐ上に設けられる一次ドレッシングの組成は、ヒーリングプロセスにとって極
めて大きな意義を有する。一次ドレッシングと創傷表面との間での接着を防止するために
、疎水性シリコーン表面を有する多孔質一次ドレッシングが提案される。シリコーンは、
生体適合性であり、かつ、炎症反応を惹起しない。その疎水性表面によって、細胞は、シ
リコーン表面にわずかにしか付着しないか又は全く付着しない。前記ドレッシングは、創
傷と接着せず、そうして非外傷性剥離を可能にする。その良好な蒸気通過性のために、シ
リコーンは特に呼吸活性である。孔によって、創傷滲出液が良好に系外輸送されることが
できる。
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【０００６】
　ＤＥ　４４０７０３１　Ａ１は、プラスチック繊維、特にポリエステル又はポリプロピ
レン製の担体材料及びその上に設けられた片側又は両側のシリコーンコーティングからな
る、シリコーン化繊維フリースを開示する。製造の際に、溶媒不含の、付加架橋性シリコ
ーンで担体材料がコーティングされる。それによって、繊維フリース上に、平滑表面が形
成され、前記表面は好ましくは創傷表面に付着しないことが望ましい。
【０００７】
　ＷＯ　８７／０５２０６は、疎水性ゲル層、特にシリコーンゲル層又はポリウレタンゲ
ル層を有する安定化する弾性ネットを含む一次ドレッシングを開示する。前記ネットは、
この場合に、一方では、安定化のために必要であり、そして、他方では、一次ドレッシン
グを介した創傷滲出液の輸送のために必要である多孔質システムの調製のために利用され
る。疎水性ゲル層中では、創傷ヒーリングを活発化させる抗菌性作用物質又は物質が包含
されていてよい。ネットから剥離する繊維による感染を回避するために、疎水性ゲル層が
ネットを完全に（間隙なしに）覆うことが必要である。疎水性ゲル層によって、一方では
、創傷箇所での固定化が確実にされ、他方ではまさに、ゲルに基づく一次ドレッシングの
付着によって、損傷箇所が一次ドレッシングの剥離により傷つけられる危険性が存在する
。
【０００８】
　ＷＯ　８７／０５２０６の改良として、ＥＰ　０６３３７５８　Ｂ１は、濡れに対する
保護のために、弾性テキスタイルネットからの一次ドレッシングを有する創傷包帯を開示
し、前記ネットはＷＯ　８７／０５２０６と同様に、疎水性のシリコーンゲル層でコーテ
ィングされ、かつ被覆されている。さらに、ＥＰ　０６３３７５８　Ｂ１による創傷ドレ
ッシングは、吸収体（アブゾーバー）及び液体貯蔵層を含む。
【０００９】
　ＤＥ　４４０７０３１　Ａ１、ＷＯ　８７／０５２０６及びＥＰ　０６３３７５８　Ｂ
１による創傷包帯は、シリコーンコーティングを備えている多孔質支持構造を含むという
共通点を有する。コーティングすべき支持構造をまず調製し、そして次いでこれをシリコ
ーン又はシリコーンゲルで覆うという、２段階の手間のかかる製造の他に、そのような創
傷ドレッシングは、被覆の間隙で剥離した支持構造繊維が創傷へと入り込む可能性があり
、そして、感染を引き起こす可能性がある、という欠点を有する。支持構造繊維への組織
の食い込みによって、創傷ドレッシングの非外傷性除去もまた脅かされる。
【００１０】
　したがって、本発明は、低下した炎症リスクを有する一次ドレッシングを調製し、かつ
その製造方法を提供する、ということを課題とする。
【００１１】
　本発明の課題は、本発明によって、弾性矩形体からの格子又はネットの形にあり、前記
格子又はネットが非吸収性矩形体を含む、湿潤創傷ケアのための弾性一次ドレッシングに
よって解決される。前記非吸収性矩形体は、シリコーン及び場合によって少なくとも１の
添加剤からなり、前記添加剤は、薬理学的作用物質、コラーゲン、ヒドロコロイド及び／
又は着色剤から選択される。好ましくは、シリコーン及び場合によって着色剤からなる非
吸収性矩形体である。
【００１２】
　本発明の好ましい実施態様において、格子又はネットは、非吸収性矩形体の他にさらに
、特にコラーゲン及びヒドロコロイドから選択された、少なくとも１の吸収性かつ生物活
性の有機化合物を含む吸収性矩形体を含む。
【００１３】
　本発明の一次ドレッシングは、シリコーンでコーティングした開放孔構造でなく、格子
又は網目構造の個々のストランドの材料自体がシリコーンであり、これは場合によって作
用物質及び／又は着色剤を含み、前記作用物質及び／又は着色剤は、シリコーンマトリッ
クス中に含まれているか又は吸収性被覆の成分として格子又はネットの表面に存在する。
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【００１４】
　任意に、格子又はネット構造中には吸収性材料からの更なるストランドが含まれており
、前記材料は、適用の際に創傷ケアにおいて分解され、この場合に好ましくは生物活性物
質及び／又は作用物質が放出される。
【００１５】
　シリコーンは、生分解性でなく（すなわち、吸収可能でない）、そして、極めて反応性
が低い。表面適用の際のアレルギー反応は、シリコーンに関して知られていない。本発明
の一次ドレッシングでは包囲された支持構造が存在しないから、本発明の一次ドレッシン
グは好ましくは、一次ドレッシングの更なる成分に対する炎症反応を引き起こさない。
【００１６】
　本発明の一次ドレッシングは、平面状の格子又はネットの形にある。その中では、シリ
コーン製の非吸収性の弾性矩形体が結び付いて開放孔になっており、前記シリコーン中に
は、場合によって薬理学的作用物質、コラーゲン、ヒドロコロイド及び／又は着色剤が埋
め込まれている。一次ドレッシングの開放孔構造によって、滲出液の効率的な系外輸送が
可能であることが確実にされている。不活性かつ生物相容性のシリコーンの使用によって
、痛みがなく、かつ、損傷のない、創傷ドレッシングの取り外しが可能である。
【００１７】
　非外傷性の取り外しの他に、創傷ヒーリングの能動的促進が、一次ドレッシングの好ま
しい態様の一観点である。このことは、生物活性物質及び／又は薬理学的作用物質を、一
次ドレッシング中へと埋め込むことで、実現される。これは、好ましくは、非吸収性矩形
体の成分としてシリコーン中に埋め込まれて存在する及び／又は格子又はネットの表面上
の吸収性被覆の一部である及び／又は非吸収性矩形体の他に、一次ドレッシング中に更な
る吸収性矩形体が含まれており、前記矩形体が吸収性かつ生物活性の有機化合物を含む。
そのようにして、使用時に創傷で放出される、生物活性のある物質又作用物質を、一次ド
レッシング中に導入することが可能である。いかなる場合においても、一次ドレッシング
は、吸収性矩形体の吸収後にも、格子又はネット構造を有する非吸収性平面構造体が残存
するように構成されている。
【００１８】
　本発明の意味合いにおける吸収性材料は、使用時に創傷で、例えば創傷中に存在する細
胞によって物質代謝されて、そのため時間と共に分解される点で非吸収性材料とは異なる
。非吸収性材料は、物質代謝されず、持続的に維持される。本発明の意味合いにおける生
物活性のある物質は、創傷ヒーリングを能動的に促進する物質である。好ましい生物活性
物質は、コラーゲンである。これは、皮膚の天然構成成分であり、かつ、皮膚の新生によ
って治癒プロセスを加速する。本発明の一次ドレッシングは、その開放孔の、柔軟な構造
に基づいて、理想的な創傷媒質を配慮し、かつ、それに加えて、コラーゲンによってヒー
リングプロセスを促進する。
【００１９】
　更なる好ましい吸収性材料は、ヒドロコロイド（特にアルギナート）である。好ましく
は、ヒドロコロイドはヒドロゲルの形で存在する。
【００２０】
　本発明の一次ドレッシング上に存在する被覆は、専ら吸収性である。本発明の一次ドレ
ッシング上に非吸収性被覆（特に、シリコーンを含む被覆）は存在しない。吸収性被覆を
設ける場合に、好ましくは、被覆が分解し、そして一次ドレッシングの非外傷性除去が可
能になるまで一次ドレッシングは創傷表面上で放置される。
【００２１】
　本発明の一次ドレッシングは、三次元印刷方法（３Ｄプリント）、スクリーン印刷又は
テキスタイル加工方法、特に、織り、編み又はニッティング、によって入手できる。その
つどの製造方法に依存して、一次ドレッシングの格子又はネット構造は異なって固定され
ている。一次ドレッシングが３Ｄ印刷又はスクリーン印刷によって製造した格子である場
合には、矩形体はその交点で格子に侵入し、その結果、その侵入（Durchdringung）のた
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めに固定が保証されている。一次ドレッシングがテキスタイル加工方法により製造した格
子又はネットである場合には、個々のストランドはその交点で侵入しない。一次ドレッシ
ングの格子構造又はネット構造の固定は、この場合には、一次ドレッシングの周辺部に設
けた接着剤周辺部によって保証される。基本的に、医薬的に許容されている任意の接着剤
がそのために適する（例えば、ホットメルト）。接着剤周辺部のための好ましい材料は、
接着シリコーンであり、それというのも、接着シリコーンは格子構造又はネット構造のシ
リコーンと傑出して結び付くからである。
【００２２】
　本発明の一次ドレッシングの三次元構造は、開放孔であり、かつ、製造条件に応じて格
子又はネットである。格子の形の一次ドレッシングは、３Ｄ印刷、スクリーン印刷又は織
りによって得られる。ネットの形の一次ドレッシングは、編み又はニッティングによって
得られる。一次ドレッシングの構造は開放孔であり、それによって、創傷滲出液の系外輸
送が可能である。
【００２３】
　一次ドレッシングが格子の形にある場合には、格子は少なくとも２つの、平行の矩形体
（ストランド）の交差した層を含む。好ましい一次ドレッシングは、平行のストランドの
２つの交差した層からなる。深い創傷の場合の使用には、２より多い平行ストランド層を
有する一次ドレッシングが好ましい。
【００２４】
　本発明の一次ドレッシングは、弾性であり、かつ、非吸収性の矩形体を含み、これは物
質代謝されない。これは、一方では創傷表面への適合を、そして、創傷接着からの持続的
な保護を可能にする。
【００２５】
　非吸収性成分として本発明の一次ドレッシング中にシリコーンが含まれている場合には
、好ましくは架橋性シリコーン、特に弾性シリコーンゴムである。シリコーンゴムは、骨
格ポリマーとして、架橋反応に提供される官能基、特にＨ原子、ＯＨ基及びビニル基を含
むポリオルガノシロキサンを含む。
【００２６】
　好ましくは、冷間加硫性シリコーンゴム（ＲＴＶ）、熱間加硫性シリコーンゴム（ＨＴ
Ｖ、ＬＳＲ／液状シリコーン）及びＵＶ架橋性シリコーンである。一成分ＲＴＶシリコー
ンゴムは、空気湿分の作用下で重合し、その際、架橋は、ＳｉＯＨ基の縮合によってＳｉ
Ｏ結合の形成下で行われる。二成分ＲＴＶシリコーンゴムは、更なる成分として、架橋剤
、特にケイ酸エステル又は有機スズ化合物からの混合物を含む。架橋の際には、≡Ｓｉ－
ＯＲ及び≡Ｓｉ－ＯＨからアルコール分解によってＳｉ－Ｏ－Ｓｉ架橋の形成が行われる
。ＨＴＶシリコーンゴムは、塑性変形可能な、流動性のシリコーンであり、前記シリコー
ンは、高分散性ケイ酸及び架橋触媒、特に有機ペルオキシド又は白金化合物を含む。
【００２７】
　ＨＴＶシリコーンゴムは通常は、１００℃超の温度での処理によって加硫する。
【００２８】
　シリコーン表面は本発明の一次ドレッシングにおいて、好ましくは疎水性表面を有し、
前記表面は、細胞が表面で癒着しないか又は極めてわずかにのみ癒着するという利点を有
する。それにもかかわらず、疎水性表面を有する一次ドレッシングは創傷箇所に、接着す
ることなく、良好に付着する。表面改質によって、本発明の一次ドレッシングには親水性
表面が生じさせられることができる。このことは、創傷滲出液のより迅速な系外輸送を促
進する。
【００２９】
　好ましくは疎水性表面を有する本発明の一次ドレッシングであり、それというのも、前
記ドレッシングは少ない細胞粘着のために、一次ドレッシングの非外傷性除去を支援する
からである。
【００３０】
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　好ましくは、一次ドレッシングの矩形体が、円形又は楕円形の横断面を有する。それに
よって、創傷に対する、一次ドレッシングのドレッシング表面積は好ましくは最小限にさ
れる。このことは、新たに形成された組織を機械的に分解しないで、創傷から一次ドレッ
シングがより簡単に引き剥がされることにも寄与する。したがって、円形又は楕円形の矩
形体を有する格子又はネットの形の本発明の一次ドレッシングは、親水性又は疎水性の表
面を有する。
【００３１】
　創傷の滲出液量に応じて、改善された系外輸送が、異なる孔径によって達成されること
ができる。本発明の意味合いにおいて、一次ドレッシングの孔径とは、２つの互いに隣り
合って配置された矩形体の間隔（矩形体の外側から測定）が理解されることができる。本
発明の一次ドレッシングは、好ましくは０．５～１．２ｍｍの孔径を有する。好ましくは
孔径は０．８～１ｍｍである。
【００３２】
　一次ドレッシングの矩形体の垂直方向の寸法（これが円形の横断面を有する場合には、
矩形体の横断面の直径）は、好ましくは０．５～１ｍｍ、特に好ましくは０．６～０．８
ｍｍである。
【００３３】
　矩形体の少なくとも２つの層を含む一次ドレッシング全体の垂直方向の寸法（厚さ）は
、好ましくは最高４ｍｍ、好ましくは最高２ｍｍ、特に好ましくは最高１．５ｍｍ、特に
とりわけ好ましくは０．７～１．５ｍｍである。
【００３４】
　好ましくは、本発明の一次ドレッシングは、使用のため予定されるサイズにおいて製造
され、好ましくは最高１６００ｃｍ2、さらに好ましくは最高４００ｃｍ2の表面積を有す
る（ここで、一次ドレッシングの形は任意であり、例えば、長方形、正方形、円形、楕円
形又は類似の形であってよい）。側方で開放し、角のとがった周辺部の一次ドレッシング
（閉じた周辺部よりも、微生物がコロニー形成しやすい）を生じる打ち抜き又は切断は、
それによって回避される。適用サイズの一次ドレッシングが製造される場合には、一次ド
レッシングの側方周辺部は好ましくは切断エッジを含まない。側方周辺部は、好ましくは
閉鎖され、かつ、丸められた構造を有する（非外傷性周辺構造）。
【００３５】
　さらに好ましくは、本発明の一次ドレッシングの側方周辺部には、非吸収性矩形体から
のプルタブ（Abziehlasche）が取り付けられている。この場合に、非吸収性矩形体は、格
子又はネットの側方に配置されたプルタブを形成する。プルタブは、使用時に、創傷の直
接上には置かれていない。創傷から一次ドレッシングを除去することは、プルタブでの引
張によって、複雑でなく、かつ、非外傷性に、一次ドレッシングを除去できることによっ
てより容易になる。
【００３６】
　創傷ヒーリングの能動的な促進のために、本発明の一次ドレッシングは、好ましくは、
薬理学的作用物質、好ましくは抗菌性作用物質又は創傷ヒーリング促進作用物質を含む。
前記物質は、シリコーン中に含まれており、格子又はネット構造の表面上の被覆中に存在
する及び／又は格子構造の吸収性矩形体中に埋め込まれている。
【００３７】
　好ましくは、吸収性矩形体は、抗菌性作用物質、好ましくは創傷防腐剤、特に好ましく
は細菌及び菌類に対して有効な創傷防腐剤を含む。特に好ましい創傷防腐剤はポリヘキサ
ニドである。
【００３８】
　抗菌性作用物質は、好ましくは、防腐作用のある濃度において、吸収性矩形体中に含ま
れている。ポリヘキサニドの適した濃度は、０．０１～０．１Ｖｏｌ％である。
【００３９】
　好ましくは、本発明の一次ドレッシングには着色剤は含まれない。これによって、創傷
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表面は、既に一次ドレッシングが剥離しなくても透明なシリコーンの使用時に認識可能で
ある。場合によって、医薬的に許容され、かつ、懸念のない着色剤が、シリコーンに埋め
込まれている。
【００４０】
　本発明は、本発明の一次ドレッシング及び二次ドレッシング（多孔性吸収体あり）を含
む、湿潤創傷ケアのための創傷ドレッシングも含む。一次ドレッシングは、使用時に創傷
の直接上に置かれ、二次ドレッシングは、使用時に創傷表面とは反対を向いている創傷ド
レッシングの側にある。好ましくは、多孔質吸収体は、親水性表面を有する。好ましい多
孔質吸収体は、ポリウレタン又はシリコーン製のフォームである。フォームのかさ密度（
Rohdichte）は、好ましくは１００～２５０ｋｇ／ｍ3、特に好ましくは１２０～１８０ｋ
ｇ／ｍ3であり、この場合に伸び長さｃｍ（Laufzentimeter）あたりの好ましいセル数は
１０±４（ｃｍあたりの孔）である。多孔質吸収体の圧縮硬度（すなわち、フォームを４
０％押しつぶすために必要な、表面積（平方メートル）に対して物理的に作用する圧力（
パスカル））は、好ましくは３～１５ｋＰａ、特に好ましくは４～８ｋＰａである。多孔
質吸収体の引張強度は、好ましくは少なくとも１００ｋＰａである（ＤＩＮ　５３５７１
Ａにより測定）。多孔質吸収体の破断伸びは、好ましくは少なくとも６０％である（ＤＩ
Ｎ　５３５７１　Ａにより測定）。好ましくは多孔質吸収体は、５～２５ｍｍの垂直方向
の寸法（厚み）を有する。
【００４１】
　二次ドレッシングは、多孔質吸収体の他に、好ましくは、液体遮断層及び／又は匂い抑
制層を含む。
【００４２】
　本発明の創傷ドレッシングは、一次ドレッシング及び二次ドレッシングの他に、好まし
くは固定材を含む。固定材は、好ましくは、固定帯、管状包帯又は固定プラスターから選
択されている。それによって、創傷ドレッシングの位置が創傷処理の際に変更しないまま
であることが確実にされる。
【００４３】
　本発明の一次ドレッシングは、種々の方法により製造可能である。３Ｄ印刷、スクリー
ン印刷及び織り、編み又はニッティングによる本発明の一次ドレッシングの製造方法は、
同様に本発明の主題である。本発明の一次ドレッシングは、好ましくは、３Ｄ印刷法によ
り製造され、ここでは迅速硬化性粘性材料がレイヤーバイレイヤーで射出により成形され
る。この方法では、コンピューターに存在するデータが直接的に三次元成形体の製造へと
変換される。
【００４４】
　３Ｄ印刷を用いる、交差する矩形体の少なくとも２層からの格子構造を有する一次ドレ
ッシングの本発明の積層式製造方法では、格子構造の調製のために、互いに並行して配置
される矩形体からの第１の層を設け、引き続き前記第１の層に、互いに並行して配置され
る矩形体からの第２の層を設け、その際、前記第１の層の矩形体及び前記第２の層の矩形
体を相互に１～９０°の角度ずらして配置させて、前記第１の層及び前記第２の層の矩形
体を交差させる。
【００４５】
　矩形体の設置は、粘性材料からの押出によって行われ、ここで、前記材料は、架橋性シ
リコーン及び場合によって薬理学的作用物質及び／又は着色材からなる。シリコーンの架
橋後に、弾性固形物質が得られる。押出方法は、先行技術から知られている。好ましくは
、押出は、最大寸法（円形の横断面では最大直径）０．５～１ｍｍを有するノズルにより
行われる（本願では、「マイクロ押出」とも称する）。
【００４６】
　３Ｄ印刷を用いた一次ドレッシングの製造を積層式に行い、ここでまず、相互に平行し
て配置した矩形体の第１の層を設け、引き続き、前記第１の層上に、相互に平行して配置
した矩形体からの第２の層を設ける。場合によって、このようにして、矩形体の更なる層
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が設けられる。この場合に、種々の層の矩形体は相互に１～９０°の角度でずらして配置
されており、その結果、矩形体の積み重なった層は交差する。少なくとも２つの矩形体層
が本発明の方法で設けられる。特に好ましくは、正確に２つの矩形体層が設けられ、その
結果、２つの交差する矩形体層を有する格子構造が入手される。本発明の方法で格子構造
の調製のために設けられる矩形体は、好ましくは、円形又は楕円形の横断面を有する。
【００４７】
　薬理学的作用物質、好ましくは抗菌性作用物質及び／又は創傷ヒーリング促進作用物質
は、場合によって、押出（特にマイクロ押出）によって前述の製造方法において加工され
る粘性材料の中に含まれている。さらに、場合によって、粘性材料の中には、着色剤、特
に顔料をシリコーンオイルとの組み合わせで含む鉱物性顔料調製物、が含まれている。
【００４８】
　３Ｄ印刷を用いた本発明の一次ドレッシングの製造方法は、シリコーン（及び場合によ
って作用物質及び／又は着色剤）からの非吸収性ストランドの他に、吸収性ストランドを
も格子構造中に組み込む手段を提供する。そのために、矩形体は、シリコーン及び場合に
よって作用物質及び／又は着色剤からの矩形体について記載したのと同様に、粘性材料か
ら成形され、そして、格子中に混入される。この場合に、吸収性ストランド調製のための
粘性材料は、吸収性材料、特に少なくとも１の吸収性かつ生物活性の有機化合物、特に好
ましくはコラーゲン、ヒドロコロイド及び薬理学的作用物質から選択されたもののみを含
む。そのうち特に好ましくはコラーゲンである。
【００４９】
　スクリーン印刷を用いた格子構造を有する一次ドレッシングの本発明の製造方法では、
格子構造は、架橋性シリコーン及び場合によって薬理学的作用物質及び／又は着色剤から
の粘性材料からのスクリーン印刷によって生じさせられる。この場合に、格子は場合によ
って複数の層から生じさせられ、その際、そのつど設けられた層の後に、シリコーンの架
橋が実施される。
【００５０】
　３Ｄ印刷又はスクリーン印刷を用いた一次ドレッシングの製造方法に関しては、場合に
よって薬理学的作用物質及び／又は着色剤と、シリコーンとからなる粘性材料、及び／又
は、吸収性ストランド調製のための粘性材料は、好ましくは、３０００００ｍＰａｓ～１
００００００ｍＰａｓの粘度を、１０ｓ-1の剪断速度で有する（回転粘度計中で測定）。
【００５１】
　３Ｄ印刷又はスクリーン印刷を用いた本発明の一次ドレッシングの製造には、架橋性弾
性シリコーンゴム、特にＬＳＲ及びＲＴＶシリコーンゴム、液状シリコーン、ＨＴＶシリ
コーンゴム又はＵＶ架橋性シリコーンが好ましい。
【００５２】
　使用されるシリコーンの種類に応じて、シリコーンの架橋を種々の反応を介して行う。
一成分ＲＴＶシリコーンゴムは、更なる方法工程を必要とすることなしに、空気湿分によ
って架橋する。二成分ＲＴＶシリコーンゴムは、本発明の方法（３Ｄ印刷又はスクリーン
印刷）における粘性材料の加工前に混和され、それによって架橋が開始する。したがって
、一次ドレッシングの製造後に、粘性材料の硬化を引き起こすために、更なる方法工程は
必要でない。ＨＴＶシリコーンゴムを基礎とする一次ドレッシングは、粘性材料を加工し
て格子構造にした後に、１００℃を超える温度での温度処理によって架橋させられる。Ｕ
Ｖ架橋性シリコーンを基礎とする一次ドレッシングは、格子構造の調製後にＵＶ線に暴露
され、それによってシリコーンは架橋する。
【００５３】
　本発明は、格子又はネットを、弾性矩形体からテキスタイル加工により、特に織り、編
み、縫い取り又はニッティングにより生じさせ、前記弾性矩形体がシリコーン及び場合に
よって薬理学的作用物質及び／又は着色剤からなる、格子又はネットの形の湿潤創傷ケア
のための弾性一次ドレッシングの製造方法をも包含する。シリコーン及び場合によって薬
理学的作用物質及び／又は着色剤からの、最高１．５ｍｍ、好ましくは最高１ｍｍの厚さ
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を有する、矩形体、好ましくは弾性ストランドは、好ましくは円形又は楕円形の横断面を
有する。好ましくは、吸収性矩形体（上で定義の通り）は、さらに、格子又はネット中に
組み込まれる。
【００５４】
　前述の本発明の方法によって、一次ドレッシングは好ましくは、適用サイズ（テープ製
品又はラージプレートでない）で生じさせられる。したがって、好ましくは、本発明の方
法によって、その表面積が１６００ｃｍ2、好ましくは４００ｃｍ2を超えない一次ドレッ
シングが生じさせられる。好ましくは、一次ドレッシングは本発明の方法において、格子
又はネットの調製後に、切断方法（例えば、打ち抜き又は切断）によって更に処理されな
い。このことは、切断エッジのない、好ましくは丸められた周辺構造を有する一次ドレッ
シングを生じさせることを好ましく生じる。
【００５５】
　そのような周辺構造を生じさせるために、押出方法、特に上述の３Ｄ印刷が好ましい。
この場合に、互いに平行して配置された矩形体が、メアンダー状に配置されている連続し
た個々のストランドからなることによって、格子構造が生じさせられる（図３ａ、３ｃ参
照）。このことは、一次ドレッシングで角の鋭い周辺部は回避され、そうして一次ドレッ
シングのより良好なバイオアベイラビリティが達成されるという利点を有する。
【００５６】
　好ましくは、本発明の方法において、格子又はネットの側方端部は、非吸収性矩形体か
らのプルダブを生じる。プルタブは長方形として形成されており、好ましくは、一次ドレ
ッシングのより簡易な剥離を可能にする。好ましくは、押出方法で、特に３Ｄ印刷方法で
、そのようなプルタブが生じさせられる（例えば、図３ｂ、３ｄ参照）。
【００５７】
　本発明の方法で吸収性ストランドが格子又はネットに組み込まれる場合には、吸収性矩
形体は好ましくは抗菌性作用物質、好ましくは創傷防腐剤を含む。特に好ましくは、細菌
に対しても菌類に対しても有効である創傷防腐剤である。特に好ましい抗菌性作用物質は
、ポリヘキサニドである。
【００５８】
　前述の方法による一次ドレッシングの調製及び場合によってシリコーン架橋後に、疎水
性表面を有する、湿潤創傷ケアのための弾性一次ドレッシングが入手可能になる。
【００５９】
　更なる方法工程において、本発明の方法によって入手される一次ドレッシングの表面は
、場合によって、親水性表面に変換される。このことは、好ましくはプラズマ処理、火炎
処理又は湿式化学的処理（ＭＳＡコポリマーを有する溶液中の）によって、好ましくはプ
ラズマ処理又は火炎処理によって行われる。
【００６０】
　親水化に続き、格子又はネットの表面には、好ましくは、少なくとも１の薬理学的作用
物質及び／又は少なくとも１の吸収性有機化合物、特にコラーゲン及びヒドロコロイドか
ら選択されたもの、を含む吸収性被覆が設けられる。好ましくは、作用物質含有及び／又
はコラーゲン含有被覆である。この被覆は、一次ドレッシングの適用において創傷上で分
解され、そして、作用物質及び／又は生物活性のある成分が放出される。
【００６１】
　３Ｄ印刷、押出及びスクリーン印刷の方法は、それ自体先行技術から知られている。し
かし、本発明の解決策は、前記方法を湿潤創傷ケアにおいても使用することができる可能
性を提供する。したがって、本発明は、湿潤創傷ケアのための一次ドレッシングの製造の
ための、３Ｄ印刷、押出及びスクリーン印刷の方法の使用、特に３Ｄ印刷方法の使用をも
包含する。特に好ましくは、湿潤創傷ケアのための一次ドレッシングの製造のための、弾
性シリコーンゴムの３Ｄ印刷、押出及びスクリーン印刷の使用である。
【００６２】
　シリコーンからの矩形体、特に繊維は、先行技術から知られている。本発明の方法を用
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いて、これは今や好ましく湿潤創傷ケアにおいて使用される。したがって、本発明は、湿
潤創傷ケアのための一次ドレッシングの製造のための、シリコーン及び場合によって薬理
学的作用物質及び／又は着色剤からの矩形体、特に繊維の使用をも含む。特に好ましくは
、この場合に、本発明の方法における使用、特に織り、編み、縫い取り又はニッティング
である。
【００６３】
　３Ｄ印刷、スクリーン印刷又はテキスタイル加工方法によって得られる格子又はネット
は、先行技術から知られている。本発明では、場合によって作用物質及び着色剤を含むシ
リコーンからの矩形体を有する格子又はネットが、湿潤創傷ケアのために使用される。し
たがって、本発明は、湿潤創傷ケアのための、特に湿潤創傷ケアのための一次ドレッシン
グとしての、シリコーン及び場合によって少なくとも１の添加剤（薬理学的作用物質、コ
ラーゲン、ヒドロコロイド及び／又は着色剤から選択される）からの非吸収性矩形体を含
む格子又はネットの使用をも含み、その際、前記格子又はネットは、３Ｄ印刷、スクリー
ン印刷、織り、編み、縫い取り又はニッティングにより入手される。
【００６４】
　本発明の解決手段が使用される医薬的適用は、滲出液形成を伴う全ての創傷、特に肉芽
形成相における潰瘍形成を含む。特に好ましい医薬的適用は、慢性下腿潰瘍、分層植皮採
取箇所及び火傷である。
【００６５】
　本発明は、所定の孔システムを有するシリコーンからの一次ドレッシングを再現可能に
製造可能である方法を提供する。この場合に得られる、湿潤創傷ケアのための一次ドレッ
シングは、シリコーン及び場合によって作用物質及び／又は着色剤からの非吸収性矩形体
を含む。シリコーンゲルとプラスチックからの支持ネット構造の２段階コーティングは、
本発明の方法では必要ない。したがって、シリコーン層中の間隙を介しての炎症の恐れ及
び支持構造の構成要素と身体との非相容性の恐れは、好ましく与えられない。
【００６６】
　その代わりに、本発明の一次ドレッシングは、シリコーンコーティングを有する既知の
創傷ドレッシングと同一の利点を有する。多孔質の、開放孔の構造によって、創傷滲出液
の排出は確実にされている。シリコーン表面は、少ない細胞付着のために、創傷ドレッシ
ングの非外傷性除去を可能にする。格子構造又はネット構造における円形又は楕円形のス
トランドの使用によって、好ましくは、ドレッシング表面積が少なくされることができ、
このことは一次ドレッシングの剥離をさらに容易にする。
【００６７】
　本発明の一次ドレッシングは、そのつどの患者の特異的条件に応じて個々に選択される
ことができ、かつ、好適な孔径及び／又は好適なストランド横断面が選択されることがで
きる利点を提供する。開放孔構造に基づいて効率的な滲出液誘導が可能である。毛細管作
用に基づいて、創傷滲出液のより迅速な系外排出が保証されており、それにもかかわらず
、湿潤創傷媒質は維持されたままである。シリコーンの表面張力に基づき、本発明の一次
ドレッシングは創傷に付着し、かつ、固定化のために更なる接着剤を必ずしも必要としな
い。
【００６８】
　以下の図面及び実施例に基づいて、本発明は、限定されることなく、より詳細に説明さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１は、円形の横断面を有する二層の矩形体からの本発明の一次ドレッシングを
示す（平面図）。記載は［ｍｍ］で挙げられている。ａ）は、完全な一次ドレッシングの
平面図を示し、ｂ）は、ａ）でマークした部分の拡大図を示す。
【図２】図２は、円形の横断面を有する二層の矩形体からの本発明の一次ドレッシングを
示す（側面図）。記載は［ｍｍ］で挙げられている。ａ）は、完全な一次ドレッシングの
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側面図を示し、ｂ）は、ａ）でマークした部分の拡大図を示す。
【図３】図３は、切断エッジなしの周辺構造及びプルダブを有する二層の矩形体からの本
発明の一次ドレッシングを示す。ａ）は、完全な一次ドレッシングの平面図を示し、ｂ）
は、ａ）で左下にマークした部分の拡大図を示し、ｃ）はａ）で右下にマークした部分の
拡大図を示し、ｄ）は３Ｄ印刷で作成したプルタブを示す。
【００７０】
　実施例１：二層からの本発明の一次ドレッシング
　図１及び図２はそれぞれ、液状シリコーンの３Ｄ印刷により得られた、平行に配置した
円形体の二層からの本発明の一次ドレッシングの平面図及び側面図を示す。矩形体の横断
面の直径は０．７ｍｍである（図２ｂ）。矩形体は、０．８ｍｍの間隔で配置されている
（図１ｂ、矩形体の中間点の間隔１．５ｍｍに相応、図２ｂ）。本発明の一次ドレッシン
グの垂直方向の寸法は１ｍｍである（図２ｂ）。一次ドレッシングは、１００ｍｍの側方
長さを有する正方形の形で調製されている（図１ａ）。
【００７１】
　実施例２：本発明の一次ドレッシングの適用
　実施例１からの本発明の一次ドレッシングは、一次ドレッシングが創傷周辺部を少なく
とも１ｃｍ突出するように、創傷表面に配置されていた。本発明の一次ドレッシングの上
に、多孔性吸収体の機能を満たすサイズのポリウレタンフォームが配置されていた。前記
ポリウレタンフォーム上には、滅菌ＥＳコンプレッセン（ES-Kompressen）を設け、そし
て、創傷ドレッシングをガーゼ包帯で固定した。
【００７２】
　本発明の一次ドレッシングを有する創傷ドレッシングは創傷の乾燥を防止し、かつ創傷
ヒーリングを支援することが確認された。形成された組織は、一次ドレッシングと癒着し
なかった。創傷ドレッシングは、形成された組織の機械的分解なしに除去できた。炎症反
応及びアレルギー反応は、一次ドレッシングのために確認されなかった。
【００７３】
　実施例３：切断エッジなしの周辺構造及びプルタブを有する二層の一次ドレッシング
　図３は、二層の平行矩形体からの格子構造における一次ドレッシングを示す。一次ドレ
ッシングは、３Ｄ印刷を用いた押出により入手可能である。そのために、粘性シリコーン
材料の個々のストランドからの格子構造を設ける。プルタブの構築のためにまず、部分ス
トランドを生じさせ、前記ストランドはプルタブの下方部分を形成する（図３Ｄ参照）。
格子構造を生じさせるために、メアンダー状に配置させた、相互に平行の矩形体の第１の
層を生じさせ、引き続き、この個々のストランドから更なる層を第１の層上に構築する。
第２の層の完成後に、個々のストランドの端部を表面上に又は部分ストランドのすぐ隣に
置く。これはプルタブ（図３ｂ及びｄ）を形成し、前記プルタブは適用時に創傷のすぐ上
には置かれず、そのため、創傷とは接着しない。それによって、創傷ドレッシングの除去
は容易になる。平行矩形体のメアンダー状の配置によって、丸められた周辺構造が生じる
。一次ドレッシングの裁断は必要でなく、その結果、周辺構造は切断エッジなしのままで
ある。
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